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　玉、はじめに

　表題に示されるように、本稿は、法解萩学上の問題を、しかも単なる一地裁

報決を撮ったものにすぎない。しかし、本訴訟および覇決は、単に法律学上の

開題としてのみ検討されれ’ば良いというものではなかろう．それは、次のよう

な背景による．

　かつて、福島票露東部いわき事周辺から茨城娯詫部墜立毒周辺には一欝の

ダ常磐炭鉱ま擦存在した．これらのうち、常磐炭鉱最大の採癒権者は、欝83

（瞬治i6〉年設立のヂ磐城炭鉱（株〉まと鰺95（瞬治28〉年設立の新入露探淡

（株13の合岱（ig戯年）によってできた罫常磐炭鉱（株〉1であった。とこ

ろが、聡警羨鉱（株〉達は、鎗鴇年に「常磐興産（株〉」を形式上分離しだう

え、政府のエネルギー致策の転換に呼癒して、鯵7i年の第一次醗海をへて、実

に磐城炭鉱設立以来藪年近くの操業ののち、欝76年に完全麟出（第二次鑛繊〉

をするに重った。この闘、常磐炭鉱は、嚢本の戦前・戦後の主なエネルギー源
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であった石崖の供給地として、筑豊：・詫海道の毅雛とともに壷び称される地位

にあ蓼、欝本の産業発展に多大な貢献をしてきた．そして、完全醗幽からすで

に蔦年越たつ。

　ところが、その表舞台において華々しい採羨の麗隻の終結は、その陰に隠れ

た炭鉱夫の歴史をも終結させたわけでは決してなかったのである。採炭作業の

藤に炭鉱夫らの騨に巣くった地底の粉産の徽舞子は、麟幽の前から確実に破ら

の健康と生命をむしばみ続けている。しかしなが転このことは・今馨まで驚

くべきほどに長い闘、鱗るみに串されないままできた。それ麟絹るみに患るよ

うになった一つのきっかけが、騰磐炭鉱（株／！を被告とする承件常磐じん騎

訴訟（第一陣〉｛i｝の提起である｛2｝。このような愚昧で、この訴訟は、単にその

勝数にとどまらず（それ嚢体はもちろん重要だが）、炭鉱夫らの終結していな

い歴史を通じて、常磐炭鉱ひいては轟本の金談鉱の歴史・さらには現在の欝本

縫会あ多方そのものの見直しすら邉っているように思われるのである。

　さらにいうならば、罫常磐炭鉱（株〉まは、すでに醗毒繭のi鰯年から・炭鉱

から湧き綴るお湯を利濡した「常磐ハワイアンセンター」の経営に乗瞬鐡して

いたが、さらに、最透では、これを蓼ゾート産業に転換・発展させる計藤をた

てている．すでに、名称を騰磐興薗か鑓スパーリゾート・ハ財アンズま

　（欝髄年3月〉と変え、“遊ぶ懸果”工軒スプ肇ング・パーク」を中心として、

5年後磁9露び躰の楽麟懲を類す碑鋏ある・確かに護匹
ト産業は、堤在、地域活性化のゼ決め手」とされ、馨本各地でもてはやされて

お瞬、鴬磐興産もこれに乗り遅れまいとしたのであろう。しかし、炭鉱の歴史

が、上のような愚昧で本当は終緩してないとするなら、これ・を不問に付したま

まで進もうとする夢ゾート開発とは、一体飼1であろうか。

　このような意陳で、本稿は、今後．さらに巌々な濁度からの鴬磐羨鉱の歴史

畷状1醐する雄藩礁究礎展することを輔しつつ滋律学上の非常

1蝦繍た鰻から、講じ聯灘第一陣第一騨購こついての検謎試

みるものであることをあらかじめお辮撃しておきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　一i鱒一



行政社会譲葉　第3巻　第4号

　2、じん舗問題とじん騨訴訟

　（i〉じん麟という病気は、人類最古の職業病といわれる。法律上の定義によ

るなら、「粉じんを騒人することによって無毒に生じた繊維増殖性変化を主俸とす

る疾病」（じん髄法第二条第一項）であ管、いったんかかると進行性を有し、死

にも至ることがあるとされる。その発生職種は多鞍にわたり、石炭・金羅など

の鉱山における採擾作業に留まらず、造船、トンネル・遂整工事、溶接棒業、

石綿縫連舞業など、粉塵が生ずる各種の職場において発生する。じん鮪被害に

ついては、じん髄法（i蟹灘年麟定後．近時では77・83年に法政歪されている／

による一定の予防・健康管礫のための行政搭置と、労災認定をうけた煮につい

ては、労働災害補縷像険法による給付が行なわれていた．しかし、これらによ

り、じん騎が溝滅の方向へ購い、または患者が安心した生活を送れるようにな

ったかというと、淡してそうではなかった。労働不籠・要療養とされる患者は、

その後毎年i千から2千人媛摸で発生し、じん麟法鰹定後約鎗年瞬に累計約4

万人とな撃、また、労災保険給付も低額に擁えられているというのが罷状であ

る備。その原霞として、じん腿についての企業責任が従棄必ずしも十分に明確

にされてこなかったという開題があげられ，よう。

　（2）ところが、透時において、じん麟患者は、企業責任の瞬確化を求めて、

全睡各地で裁判所に提訴するようになった、これは比較的最近のことであ鯵、

玉§簿年代半ば頃を画期とする。その頃よ参今韓まで、裁覇藪への縫訴・醤決の

警護しを一契機として、かな吟の事件（53件／が禰解などの解決にいたり、患

者の早期の救済へとつながっている。しかし、一方での裁判の長期化と．縫方

での新たな訴訟堤起により、今聲、係属中の裁響1は、長綺じん鮪訴訟を初めと

して、詫海道から九翅まで27件、騰裁朝霧（最高裁i、高裁3、地裁i韓、原

告数的難馨§人（欝9食年4肩総暮瑛在／、という趨穫に翌っている繊．

　ところで、これらのうち、醤決が言渡しされたものについては、法解毅学上

の重大な争点として、溝滅時効の縫題がクβ一ズアップされてきている。主要

なじん麟覇醗とされる驚事件・鋸霧飼において、溝滅嬉嬉の正否が争われたの
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は、本｛牲含めてi纏件茎麟鰹この1鶉（9薄絹現在廻が・こ栃の事

件では、饒外なく、被告の「安全蔑慮義務ま違反が認められているものの、そ

のうち一蔀の原告については時勤消滅により請求棄劫となるものが多い。すな

わち、上の餐のじん麟鵯飼のうち、本覇決を鷲とすれ，ば、7判弼が、侮ら寿・の

消滅縛劾の援護を認めている。たとえば．長編じん麟訴訟第一審判決では．原

告本人63名中2§名、購控訴審覇決では、それがさらに増撫して原告本人3§名に

つき請求棄去葬となった（翰。

　（3／簿9暮年2月28雛、常磐じん騨訴訟（第一幽篠島地裁いわき支離覇決鑓

が下さ繰．そ櫨、、長文歌じん嚇訟鰍の動麟・らして画期縦諮

れて良いものであった．織融ら紬ば、餓は、死蕗含む賠嚇人的

一律3千万聾の請求に繁して、溝灘時効を理類とした請求棄隷者はi人もなく、

賠ら7銘（元従類生存者銘、元従業簸亡者鵬の翻鵬〉につき・死

亡者・生存者、管運獲分の程度などに応じて、損害鰭綾請求（総額3憶9千万

羅、駆8前触横割新講）を認めたのである暁款麟鵬雛
瞬翻する灘構蜘点でも、鰍は、じ職事観して細めて「解艦総

論を拷、一綱賠（元従業鄭名／についてセ・つた麟講効が離す

るとしつつ（表参黙〉も、その援稽はr権利の濫恥であるとしたのである。

　それでは、以下において、まず、覇決の責任論（安全憂慮義務論〉を少しく

検証た上で、本判決の消滅時効の論点整理を試みてみよう・

　3、本講決の安全醗慮．義務論

輔決は、次倣うに、被告鏤金醗義務違反を肯定し蔦ごく簸単に三

点につき見ておこう｛勃。

　第一に、鵯決は、被告は「信義驚上，雇購契約に付髄する義務として…元従

業員が労務に往事するにあたり、その生命及び健康に危険を生じないように具

体的状撹に応じて翫濾するべき義務を負っていた匪として、安全翫慮養鶏の性

賂を述べたうえで、被告がこれを負っていた、とする。
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　第二に、その具体的内容であるが、輝決は、被告は、遅くとも欝35年（昭勲

爵年／以降次のようなじん騨紡珪蝿策をとる義務とその違反があった、とす

る。すなわち、被告は、①湿式さく岩機の使罵、②散水の実施、③通気の確保、

④防塵マスクの支給⑤発破の際の粉じん暴露囲避、⑥じん蘇教畜、⑦じん締

健康診瞬・醍置転換等、のいずれの薄策についても、これを履行しなかった。

すなわちほ盤5年から56年（昭融綴年／までは、騰らじん鮪務鑑馨策を実施せ

ずまほg56年ごろヂ多数のじん麟患者の発生を見て秘めてじん鱗紡比の必要性

を認識したまものの、その後の対策も「極めて不十分なものであった謹とする

のである。

　第三に、縫方で、講決は、上のような被告の最策の不履行を、不法行為責任

のレベルでも論じ、被告の故意（r結粟発生の未必的認容」〉責任も認めてい

ることに注意しておきたい．すなわち、被告は、卜定割合のじん麟愚者が確実

に発生することを認識しながら、極めて不十分な措置しかとらず、じん麟患者

の発生を容認していたといわれてもしかたのない状溌であまった、と。

　被告の故意責蓬を認めた点は、特筆すべきことであるが、過去のじん轟事件

においては・被告の安全醍慮義務違反自体が否定されたことは一件もない状浅

であるかむ碍㌧この開題についてここで深入りすることはしない。問題は消

滅時効論にある。

　4、本綴決の消滅時効論

　（i〉本件においては、被奮の溝滅時幾の銃弁として、（ア〉商法522条におけ

るそれ（5年間〉、（イ／民法i67条における養務不履行のそれ（欝年鷺〉、（ウ〉

艮法7腿条前段における不法行為のそれ（3年闘〉、（エ／疑法7鍛条後段におけ

る不法行為のそれ（2§年間〉、の4つが提鐵されている。そして、本判決は、

上の4つのすべてについて縷説してい都鶏．結論からいえば、舞決は、／ア／

については、安全醍慮義務違反は「繭事取雛閣係の迂遠な決済のための鰻期溝

滅時効に服するものではないまとして、また、（ウ／については、これが飽と姥

一2§2～
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べて3年という短難であることを畿慮し、安全醍慮義務の法運（蟹務不履行構

成〉が購購・学説上すっかり定蒼した感のある麗在」では」績務不履行権成

による請求権の行綾の余地を深まれば十分であるとして、これ、についてはその

翻の余地を認めなかった．いった樋嗣雛を認めたうえでその援髄

権利濫驚としたのは、（イ）と（エ〉のみであるか叡以下においては、まず

（イ〉について見て、その次に（エ〉について見てみることとしたい。

　（2〉綾務不履行による撰害賠叢債務の消滅時効は、民法鯵7条によれば「権

締使スル鍾ヲ御塒ヨ難行移、i鋒閥で完成する（（イ））澗騨・こび）

進行の起算点をどこに定めるか、とい忙とであるが麟決は・それ象欄す轍

敏薦つに整翫、それぞ練ついて検講’る．すなわち腿榔（粉脇

職場離脱鶴議（被告主張〉、②管蓬涯分一決定（ないし・管理涯分二ないし三

決定プラス合爵症による饗療養決定〉時覇説（被告主張）、③死亡時説（原告

主張〉、④管遅駆分露決定時議、⑤璽実の権利行穫薄髭持説（原告主張）・がそ

れである。結論からいうと、醤決は、⑧を採篤した。

　まず、①については、安全配露義務それ察体とそれによる擬害賠叢義務との

間に「績務の詞一性」はなく、麟者が後者に転化するというようなことはない、

したがって、匿安全醍慮義務の履行を請求できる最終時点である退職欝ないし粉

じん職場離鋭鋤から蒔妙が進行すると考えるのは妥当ではない、とした。そ

こで、覇決は、右損害賠礫請求権を安全醜慮義務露体と饗警離し、これを夢行

嚢するにつき法律上の障害がなくなった時ま（それ、は購求　を　旋べきことが

え、その鍛寺まはいつか、をめぐって②③⑧の3つを援試する。

　まず、②についてであるぶ、これは睡行姓というじん髄鞍害の特質を軽微

　し、曝書が未だ拡大・進行して翼定せず．その全容を握握できない場合にまで

時黎の進行を認めることになるまとして、誹斥した・しかし・凝決は・縫方で・

　じん麟が「死に至るまで確実に増悪するということまでは認められない払とし

て、③も撰斥する．覇決によれば、③撰斥の譲挺は2点であ甑轡現姦のじん
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麟被害の羅究水準では、必ずしも親確にはその進行性を実証することはできな

いし、（2／近年じん麟患者の延命傾講が見られるから、とされている。さらには、

⑤については、具体的には、弁護士による説弱会絹催時（第一一陣第一次訴訟原

告につき〉、第一次訴訟経遅蒔（第一陣第二次訴訟原告につき）を起算点とす

るものだが・これも、r多分に主観的な事燐によって左右さ鵜、庸渡、とでき

る醸り客観的で明確なものであることが要求されているともいうべき時効の起

算点が縫昧にな鯵、法的安定性が害される」として雛斥している．

　結鳳輝決は④を採現するわけであるが、次のように言う。この管理籔金聾

波定は、堤行法上「これ以一と重い区分はな3い罫最終区分まであ管、かっ、症

状は、それ以上進行・増悪することはあるとしても、「疑に櫓当進行した重いも

の」であるから、幌事上の損害賠綾請求権の行髄をなすべきことを期待し、或

いは要求しても極めて露然な威参行きであ達る、と．そして、その結果、原告

のうち、5名につき溝滅蒔効が完成したというのである（A型～表参照〉。

　（3）次に、（エ〉についてである．民法724条は、　f不法行為二翼ル罎害賠償

ノ請求権ハ被害者又ハ其法定代運入力損害及ヒ撫害者ヲ知婆タル時ヨ夢三年間

之ヲ行ナハサルトキ時効二露鋒テ溝滅ス不法行為ノ蒔ヨ撃二十年ヲ経過シタル

トキ亦瞬シ」と述べる。このうち、霧淡は、麟段の3年の短幾消滅鋳効につい

ては、さきに遠べた理欝で適絹しなかったが，後段については適濡した。

そこで、724条後段についてのみ発てみると、判決は、この2暮年をr験斥期

間まと解して、その起算点のf不法行為の蒔運の趣旨を、雛嚢害背為があり、

しかもそれによる損害が発生した時」（この「撰害発生3は一部でも是繋

る／．と解し、茸趨害行為の建んだ鞠（離職場鋤か罫最初の行政決定時∫のう

ちいずれか遅い時蟻においた。この基準によれば、5名について除斥期翼が完

成する（B型一表参購。

　以、とにより、民法欝7条の瀦滅時効期闘と疑法7笈条後段の除斥難問の双方が

経遍した者2名（A＋B型一表参窯／を含めて、計8名について、侮らか

の溝滅時効が完成したことになる。
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行政桂会詮集　第3巻　第4号

　（4）ところが・覇決は、その上で、これら8名について被告が時効の援懲を

することは、r権利の濫驚茎であるとしたのである。以下においてその遅鐙をみ

てみよう。まず、覇決は、満城時効麟渡の趣旨について逮べる．第一は、立証

上の癒難姓垂こよる儘1務者の二重弁済の罎避という点であ移、第二は、「権零墨の上

に鰻る者は繰讒しない」という点である。第一の点は、（難　じん騎被害の原露

である被告の義務違反解瞬白であ鯵、かつその程度が著しいこと（被告はじん

髄発生をr容識していた）、麟　被告のじん髄教育が縫撰で原告の権利行装

を醗害したこと、／31被告の盛業に原告の犠牲が搾うという関係となっている

こと、さらには、麟　被告の義務違反の立証責任は原告総が負っているのだか

ら被告綴の防御可能姓に寵癒する必要はないこと、から、本件には当てはまら

ない、とした．縫方、第二の点も、轡　訴訟の提起には弁護士などの専門家集

腿の尽力による周到な準備が必要であり、鱒　じん麟教糞の不十分牲が訴訟遅

延の一露となっている、／31原告の被告会娃への恩義・遠慮感嬉も遠雷をなし

ている、から、本稗には箋てはまらない、とした．かくして、本件での鋳勤の

援濡は、ヂ客観的にも著しく蕉義に反し、溝滋時効鱗度の趣蕎にも沿わない」

から・r権層の濫灘として許されない」、とされたのである．

　5、安全配慮義務論と消滅時効論

　（i〉かくして，本判決は、その結論の点でも、結論に至る譲遷の点でも爾簸

的なものであることは言うを待たないが、その中には今後さらに発展させられる

べき要素は含まれていないのであろうか。私は含まれているのではないかと考え

る・それ垂ま・本朝漢がいったんは一部の原告について時幾溝滅を認め、そのうえ

で、濫薦の危娯される場合のある一般条項である権利濫綿条項が整われたという

点である。もちろん．本覇決は、消滅時効の具体的な起算点に§§する諸説・舞鶴

などを検討したうえで、それでも救済できない原告についてのみ権利濫驚論を耀

い、かつ、時効援罵が権利濫驚になる瑳漢を、主に消滅時効の調度趣旨（上記2

点〉に照らして醤擬しているので、一般条項の適稽の仕方として閣題はない、と

　　　　　　　　　　　　　　　～2総一



じん髄訴訟の潰滅時勤論の撰害識的穣討（神戸　秀彦／

いう考え方もありえよう。しかし，この問題は、纒懸条項上の時効の趨算点な

いし、時効の進行譲の幾題として、解決することができない開題であろうか。

右の疑幾の核心をひとことでいうなら、本件で驕となっているのは請求

権の種類を闘わずにいえば、進行性・累積牲を有する人身　霊の損虫賠　請求

整灘であ滲、それについては飼か特溺な考察は必要ではないのか・と

いう点である．そこで、手纈としては、まず、遍時の安全翫慮義務の消滅時効

に臠する論議を一臨ふまえたうえで、次に、上寵の点について銘較的蓄積のあ

る不法行為法上の論議を縷説し、その講者をふまえて・やや開題縫起的な結講

を提示してみたい。

　（2〉①さて、近時の安全醍感義務の潴滅時効論は、ひとことでは講参尽くせ

ないほどに深く羅究されている‘勘．まことに不十分な遷解になることを承知

の上で、私霧身としては、最糠確本（翻氏醐、灘こ松本㈲氏曲の

論稿を軸としながら、以下のような整理を試みておきたい・なお・以下におい

て、主に念頭に置かれているのは雇稽麗孫における安全醗慮義務であることを

お嫉移しておく。宮本疑は、大要において以下のように主張する。

　第一に、そもそも、使驚者の契約上の義務は、履行請求権・属時履行の銃弁

権などをもその内容とする「給付義務∫と、これらは羅題にならず主に撰害賠

縷請求権を内容とするr付髄義務葺である「保護義務孟に二分される．しかし、

宮本氏は、r安全配慮義務まのすべてを後者に統合することに反撃し、前者のひ

とつとして位置づけることを鍵鳴する｛磯。したがって、労働契約の場合には、

労鶴者は、使罵者のr付髄義務蓬（「保護義務ま〉違反の効果として、事後的に

生じた労働者の生命・身体の被害に薄する損害賠懲請求権が主張できるにとど

まらな恥。生命・身体に講ずる危験嚇存する場合には、単に損害賠嬢請求権に

とどまらず、事前にその危験が敏置される畷蓼での労務結縁の振縫（瞬時履行

の読弁権〉や、危験そのものの除去（履行請求権〉をも整濡者の［給付義務

董違反の効果として主張しうることとなるのである。

　第二に、このようなr給付義務まとしての安全醗慮義務を・r安全確保義務ま

　　　　　　　　　　　　　　　一2§7一
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と醇ぶが、これを…言で定義するなら、ギ労働者の生命・健康に帰する撰審の

防止に麗する・使鱗考の捲揮・命令の下でなされる労務のための勃的環境の整

備および人的環境の整備まを内容とするものといえよう．そして、問題は、こ

の義務違反の勃果として損害賠欝請求権が生じ得る場合に、不法行為にもとづ

く損害賠嬢請求権との競合が生じる点である．その場合、氏によれば「講者の

統合」がなされるべきであるが、しかし、その選訳は、　r原則として蟹権者

（ここでは壽労働者」をさす一筆者〉に最も有隷こ決定されるべき3である。

具体的に湊滅時効に適締される法燭範の選抜については、新契約法による十年

の時勃と不法行為法による三年の時動および二十年の除斥期闘」のうち、「績

権者＝被害者にとって脊稀なほう」であるほb．

　第三に、ただし、勃的・人的環境の整備を内容とするこの「安全確繰義務」

とは異なる、文字どお参の「付髄義務∫たる「安全醍慮義務3が閣題になる場

合には、これは喫約責任と不法行為責任の中開」に鰻するから、「その中開

的責荘に適合した法規範が発見（麟造／されるべき嵯である｛篤。このことを

消滅時効に即して考えると、不法行為時勤が被害者に有露な場合には、不法行

為法矯範に敏ることとなるが、縫方、逆に、契約法橋範の方が有耗であっても、

「常毒こ契約法規籔が遍羅され，ることにはならなセ樽｛垂絹。

　第露に、本稿と直接関係することであるが、「安全確保義務3（軒絵付義務窪／

にせよ、ヂ付縫義務」たるr保護義務葺にせよ、安全醗慮義務違反として摸害賠

償請求権が発生する場合には、この請求権の溝滅時効の起算点は「撰審発生

時淫とするべきである購1、

　⑨近時有力なこのような議識について、松本（克／説は、宮本説の第一点に

ついては支持しつつ、飽方、第二・三点については、その意図を評無しながら

も、この説が、絃局は溝滅時効との関連で、次のような問題点をもっているこ

とを撹籍している．

　第一…に、。しの護は、薪給付義務」二「安全確保義務∫か、「酵髄義務」＝線

・一一 Q馨8一



　　　　　　じん蹄訴訟の溝滅時効識の撮書論的検討（神戸　秀彦｝

議務か、挫福分麟か騰鰻縦翻されるましている魁麟
羅の翻は、そのことか植硫練繍翻のでは伽’・第二に上磯

が鞭継説員購説〉に縦し、r事惣翻し磯節を翻遍羅べ
しとの建前のもとで、実醗には、安全醍慮義務違反に、不法行為の時効規簗の

翻すず磯性廼鞭ているが、解r事態興しているか鑓・現実嚥

害嚥謙権の穣の懸腕鄭軸壁撫ぱ妨ない藷三に上の謙ま誰
イツで傭論状瀧参離しな描、麟の労災事猷おいて稚行為の繍童舞

購蜘3年〉を翻のる翻を難して》・るが津イツでは・稚行為の

離離の主たる議論鋳象は労災事件ではない（翫

　そして、松本氏は、嚢本では、安全醍慮義務事件の窪倒的多数が労災事件で

あること、また、こ紛雑呼数近くにおいて・不潔テ為磯騨鴻嫌

よ穆請求権が潰滅している現実を念頭にお塾て、労働者のζ権利不行衡への

鍵盤挙げること一瞬睡継しさらに津イツと礪連では・か蠣

では豊富な時効諄淘事由が醤本では貧霞であることへの疑問を提示してい

る。そして、松本氏は、主に労災事件を念籏において、安全醗慮義霧について

は綾務不履行の溝滅時効（欝年〉（浸法絡6条〉を適欝するべきとの前提にたっ

て、二つの角度から、結論を提示している｛22㌔

　第一に、醸本の時効譲度では停止事慈が貧露なことに鑑み、民法絡6条i項の

r法律擁縦皺のる翻の難（蹴の縫算鵜）について・こ癬こ
　罫時効進行の瞳害事劇の「消滅まとしての意喋をもたせるという点である。

すなわち、この解萩によれば、かりに」法律上ま権利行使をなし得るときか

ら蹴趨繋縦としても、時効進行のr事難の輝害軸が存在す疑

きに繭効礎行は離する、とされるのである・そして・その糖鞭みと

　して、ドイツの議論を参考にしながら、F権利の不鰍ぎ訴訟の露難」ぜ交渉曇

　を挙げている。

　　第二に、麟雛鋸鞭離礎える報が存解ることに鑑み・齢艦

一2鱒一
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灘や徳義錘などの一般条項を、塒効焼範そのものの枠を焼足する弦ものとして

位置づけ、これらにより「時効の援穐そのものを麟醸・否定する場合も認め

る。そして、その存否を、「援薦態様の不当姓卦薩利保護の必要懲ぜ義務者

保護の不適格姓！の3つの要素により霧籔する、としている。

③この松本説は・雛訴訟として提趣紋レ・るじん舞纏件を中、浸した

労災事件の実根を直観しつつ・そこで提起されている労働者の救済という法理

論的な課題を正面から受け止め・その中心を時効譲に置いて、この実践的な課

題に答え得る、かつ可能な縷鯵理行羅本疑法に沿った時効の解萩誌を梼成した

ものといいうるのではないか。秘露身は、現在iのところ、松本説にこれ以まゴ簸

かつけ越えるべき材料はほとんどない。しかし、か鱗こ若干違った角度（不法

行為法上の議論からの類推で〉か敷かつ罎局された角簑〔時勤の停止論・停

ま磯稽纏購欄達しつつもそ翻外の開題で〉から蘇熟嫡題提勧警さ

れるとしたなら、次のようになるであろう。

　臥縫続・進行・累積牲の人身被害と消滅時効

　（i）①従来・むしろ進行性・累積牲を有する人身被害として開題になってき

た「公害まに聾するヂ不法行為法曇上の「損害論まとヂ潰滅時効諭達が参考に

ならないのであろうか．この分野でも、必ずしも十分な議論が展麗されている

わけではないが、さしあたり森暴説23｝に手がか警を求めつつも、吉村（婁〉

雛騰を軸としながら、若干の整選を試みてみたい．なお、繰り返しになるが、

以下における不法行為の潰滅時効の議論は、民法7鍵条前段でいう3年の短期消

滅時勃のレベルのも嘱こ一応鰻定しておく．

⑫駒のように難惣条巖は、灘鋤曜鯨醜して雛曙翻お
よびr損害まを樵る」という主観的な要件を定めているが、このうち公害事

件との縫達で着馨すべきは」掻害」要稗であろう。森島説は次のように捲締す

る｛25㌧すなわち、従来の不法行為の類型を、（i）一暴の趨害行為ののちに損

害が継続的に発生する「損害継続璽不法行為3の場合と、鱒　継続的な撫害行

　　　　　　　　　　　　　　　一2鎗一



　　　　　　じん籏訴訟の消滅時勤譲の撰害論的検講（禅戸　秀彦）

為により撰害が発生する「継続型不法行為達の場合とに区駕し．さらにまた、

／2紛纏縫稚行為を、蘇生とし欄懸諏ってきた鍵の稚ξ擁の場
合｛2射と、水俣病などの累積牲・進行性の人身被害を有する不法行為の場合と

を区慰して考察する．そして、鱗の場合においては、被害者が梅らかの被害

事実を知ったなら、郵一般縫合経験上その事実に襲連して予知し得べきはずで

ある拷え練る損鎖を全醐蜘っ嬬のと臨乳て・そ備か嚇効進

行を認めるべきである、とする却離物揖びそ続騰碗解艇棚
鯉28）を支持する。②のうちの後者の場合には、その続審煎ゼ性質上分翫興

籠な場合には、時魏は逐次進行するとすることに金建姓があるが、累積的に進

行し統一的（一体的？）に把握すべき損害にあっては、被害者の撰害の認識は

撫害行為の終了した時である」、とするのである。

　③ところで、往来の公害事件においては、溝滅時効は、どのような形で閣題

になったのであろうか．従来の蝦病訴誕礪選醸っ琶・えば・灘時効

は、熊本水俣病第一次訴訟（欝69年6月訴訟提起〉において開題になったの

みである．臨二傭訟（ig7簿薦訴訟提趨や覇第款訴訟第一陣㈹年

5騰訟提趙においては、あるいは、新潟水｛蕪第一歌訴訟で静点露な

っていない、しかし、消滅時効が翼題となった熊本水俣病第一次訴訟の第一審

醤決は、不法行為の損害賠嬢請求権の煙期潰滅時効進行の起算点を大輪に後ろ

にずらし、時効の成立を否定している（29㌧すなわち」擁害蓄の身体を侵害

する行為があった（ちなみに、水銀を触媒とするアセトアルデヒド生産終結時

は、68年5月娼貧一籏張内筆者）のちにも、それによる損害は継続的に発

生している場合、被害者が最初に損害の一離および撫害者を知った時（被告

に越して被害者が摸害補復金を請求した時欝欝59年難舞25蒙一籔張内筆者）

から、その掻害賠償請求権について、溝滅時勤が進行するという解毅は到底

探絵得ない」としつつ、絃馬、「被害者が損害の一部を知った時に、その部分

およびこれと牽連一体をなす損害で当時において予見することが可能なもの

についてのみ、すべて被害者においてその認識があったものとして」時効が

進行するが、その余の鑓雛の損害については・薪勝麟にその発生を知吟ある

　　　　　　　　　　　　　　　　一2難一
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いは予見可縫となるまで誰時妙は進行しない、とした。そして、「損害を知る葺

とは、挙に曝書発生の事実を知ることのみ葦ではなく、嚇害行為が不法行為

であることを知ること3で、そこには霞果縫係の存姦も含まれるから、具体的

には、68年9月26馨の水俣病に絶する厚生省見解発表の嚢から時効が進行する

とし・訴訟提起時（69年6月欝購にはなお完成していないとしたのである・

　ここでは・二つの点に漣意しておきたい。ひとつは．熊本水俣病第一次訴訟講

決では、撫害行為ののちに継続的に発生する損害については、被害者が「不法行

為の成立」を紅知った∫時から鋳劾が進行するとされていること、および、か

りにこの要件のもとで時効が進行するとしても、牽連一体性と予見可籠姓をも

つ損害に畷られ・残撰害の時効については甥とされたこと、である．もうひと

つは・そもそも溝滅時効が周題となったのは、第一次訴訟のみであって、第二

次・第三次の熊本水撰病訴訟は、趨害行為§体の終結ないし政府の公害認定時

から、3年以上経退しての訴訟提起である（第三次訴訟の堤起などは欝年以上

経過している）にもかかわらず・時勤が争点となっていないことである｛鋤。

　④このようにしてみると、事件の型としては．水俣病の場合は、いわば腿

続的な簾害行為まそれ露体のr終了後」に、長期にわたってr損害が継続して茎

患現するものである。したがって、これを先の森島説の轡の類型に当ては

めることは・そこで想定されている撫害行為が一睡的であること（医療過誤・

交通事故など〉からすると、無遷があり、縫方、②の類型と考えても，損害

F認識謹時は噸害行為の終了時」とされるから、これまた問題が生じる．した

がって、さらに、先の熊本水俣病のように長幾紅わたって「継続達された擁害行

為それ趨体は終結したが、その芦不法待為性」がF認識3されないまま、損害は

ヂ継続達する場合を考えねばならないであろう。この類型の事件については、森

島説において・必ずしも十分な解答を与えられているわけではない．しかし、実

際には解答を邉られなかったのかもしれない雌’．このような事件は．第二次以

降の水俣病訴訟として璽実には存在していたが、法的な争点とはならなかったか

らである。いずれにせよ、ここで重要なことは、累積姓・進行性を有する人身撰
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害の場合には、その牲　上の恭織不擁能性から、統一的・一　的な掘　をする

一が握示されていることである。
（2）こ鉱独観点は、そ縮体としては、糖積重であるとしても訟

お、十分な内容を持ち得ているわけではない．この点については、公害・薬害

事件に関する不法行為法上の損害葬儀の方式として、包抵請求という方式が往

来から原告灘によって採矯され、また、一定の程度、覇弼においても受容され

てきている点を踏まえるべきではなかろうか。不法行為が幾題になってはいな

い雄においても、賠徽こ紳て包騒鮪式挽ら紋お甑また・輔

灘おいても、この謙が曙灘昆いう形で認め軈ているからである・

包猛請求方式に関しては、吉村（褻）氏に依擁して、次のような整理を試みて

おきたい。

　第一に、包揺請求とは、新潟水俣病の原告主張の一抵請求方式からさらに発

展させられたものであり、熊本水俣病訴訟の次のような療養主張において、窃

めて現擁嬬のである．すなわち、伝統的備求斌は」稚行為に鍋被

害をあらゆる縫会的環境から纏人を捨象して講ずるものであって、被害の実態

を直観する考え方ではな淫いのであって」われわれのいう損害は、原告らの被

った縫会的、経済的、精神的損害のすべてを包鱈する総体を酔う盛｛32｝と・そし

て、この考え方は、これを鐵発点として、学説において、また．スモン薬害事

件訴訟やカネミ鴻症事件訴訟において、さらに発展させられている。そして、

離歌よれば、鑛謙斌は、戦、伝納な糖論において生ずる掻害

の立証癒難を解決する霧的のものとして理解されるべきではなく、それがr多

繊わ的、し軸それぞ柵撚瀬獣絡繭合囎乗しあつている総柄
をとらえている点に意義を認めるべき、とされ、さらに．損害難蝶の§的とし

ての「被害の完全救済や原状回復の鬱念3と結合する、とされ都33㌧

　第二に、しかし、縫方で、このような総体としての損害控握と完全救済・原

鞭復曜念を維持しつつ、こ筋式賦する雛一雛額磯定撫嚢錠
　に裁料官の裁量に委せてしまうことになるとの一を踏まえて、色落請求によ
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って聰握された損害の事実を難懲額の算定に結びつけていくための原麹を

探求することぶ必要となる。吉林氏は、この点に関して、実務家（弁護士／の

礎案を踏まえつつ、包揺請求の内容を具体的に次のような撰害項羅に分類する

のである｛34㌧すなわち、それは、大きく、轡r逝去の損害に録する賠償∫、

轡薪今後の被害者や遺族の生活を補縷するための賠婆ま、（3／慰謝料、に分かれ

る。具体的には、（欝ま、睦状とそれに苦しんだ期闘をベースに基準額を設定

し、それを最紙鰻の共通の補綾として、そこに家族縫孫、職業縫孫、その飽の

要素による換算を行なって行くという方法雄（葉叢スモン料決方式等〉による

べきであ甑（21は、①r蒋能な罎蓼被害を麟復させるための治療弓ハビ夢費

といった広い意味での医療麗係費まと、⑨ギ人間らしい生活を麟復するための」

　「被害者本人やその家族の生活補燈費達とから溝威される。（3／は、各種の精神

的被害に蝿するもので、ここにおいては、将来分と逝去分とが瞳然一体の露

係をなしている」。

　このよう1こ、溝滅時魏論における損害の一体的・統一的掘握という端緒的観

点は、さらに、総体的・包抵的、かつ原状懸復理念にたつ摸害掘握の裡点によ

って発展させられうることを確認しておきたい。

　（3）①さて、本霧決は、民法欝§条の消滅時効は、安全醗慮義務違反に基づ

く損害賠償請求権をゼ行髄するにつき法律上の緯書がなくな」る、すなわち、一

般的に紅行使すべきこと解鶏待ないし要求されるま時から進行するとし、これ

を権利行使薄髭者の主観的な意識状態ではなく、症状の程度を示す客観的な行

政上の基準である管理籔分決定時に求め、その簸も重い区分である匿分泌縛な

叙眠事上の撰害賠綾請求権の行髄をなすべきことを期待し、或いは要求して

も極めて自然な成参行きである」としたのである。ひとことでいうなら、警邏

区分露時程度の掻害の重大姓癬あれば、権利行春をなしえたであろう、という

一般的期待を時効消滅の帳麺とする。

　②このように、本件においては、責任横縫につき不法行為ではなく、綾務不

履行溝耀いられているが・その点を十分に意識しつつ、上にみた公害事件に麗
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わる不法行為法上の損害論・溝滅縛勤譲の観点をじん髄事件に類推できる、と

考えることは薄龍であろうか．可擬…ではないかと考える。たしかに、じん騨；被

害は、綾務不履行業安全醍慮義務違反の結果生じたものであるが、その被害の

客観的特質や構造に養舞すると、水俣病などの公害被害や特質と類似する、

あるいは場合によっては進行盤・累積性を有するという点で、さらに趨璽され

るという特徴を持つからである。そこで、以下においては、二つの角度から験

討する。

　第一に、本判決は、被害者の権利菅縫の蕃罷性を、客観的な観点からのみと

らえ、「損害の重大姓まに窯らした、権麟行梗の「一般的期待可憐…姓葺という客

観的な基準に求めている。それでは、そのような客観的基準からのみ考えた場

合には、ここでいわれているr撰害窪とはどのようなものか、がまず大前提と

して麗題となろう。そして、そのこととの経連で、権舞行笈のr簸待可能牲ま

の閣題を論じなければならないであろう（以下③・④で〉。

　第二に、縫方、もともと、本覇決は、この「擬待可能性盛は、あくまで罫一

般的3なものであ警、懸々の原告の現実の状態な鰍　さらには主観的な意識状

態との関連でとらえられたr糊精可能性までない、としている。だが、この点

に鰍ても、果たしてそ麺良いのだろうか乏いう鱗が浮かぶ｛靴この

点は、先の松本議でいう時勤の紅事実上の瞳害まに麗わる鶴題である（以下⑤

で〉。

　⑤まず、上の第一の点を検討したい。ここでは、公害・薬害などの人身損害に見

られ、る客観的な構造が問題になる。これを二つの場合（累積・進行｛隻を有しない人

身損害の場合と、累積・進行性を有する人身損害の場合〉に分けて検討したい。

　まず、前者の場合である（霰i参蕪）。人身損害が生じたが、累積・進行嚢

体はない場合でも、そ為損罫継続まして人体に残存している霧合には。残存中

の臆の時点（x）での瞬割は鋤・、とい欄題である洗にのべた蛭

に、か瞬に、損害を総体として掘握し、完全救済・原状織復に足る損害が賠嬢

されるべきであるとすれば、その時点での「損割は、純粋のゼ過去の損害に
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対する賠嬢分」（A／とともに、「今後の被害者（や遺族〉の生活を補綾するた

めの賠撹分ま（その時点での将棄の損害にたいする賠償分／（B〉の講者を含む

轡　　i　　〔継続撰害〕
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ことになる。ここで重　なのは、鯵少なくと　X時、薫で、　堂が鷺という形で継

続して残子している（たとえば病気が治、・、・軽快していない）という　実と、

⑦A・Bは本来、一体的に§§’している、という事　であろう．　に、これら
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が、一議ま、灘の項鋭して整理される》したのは赫にある時点でAの

みがr分書彗」して賠復されても、その時点での3はなお未鰭嬢であるという愚

昧であった．本来的には、再は密接不可∠獲麟、8はAを醍にのみ成立

するとい欄孫にある．しかも、Bはその完全姻復が躍れば（「恒嬬

策　！）消滅することはないし、その張鯵で一般的にみてBにつき敢然として

「利行整が．オ再籠一なのである．したがって、Bが　華する張鱗こおいて

は、Aのみがそれと　彗離されて消滅する、すなわち．それ以前にr利行捜

が難待魂麟…　であったから時効溝滅する、とすることはおかしいのではないか。

　次に、じん麟被害に当てはまる後者の場合である（緩2参購。この場合に

は、以上1の撰進はさらに複雑になろう。なおも累積・進行中の人身損害を繭提

とすると、あるY時点において、Bの完全救済・原状騒復のための据置がとら

櫨かった離離、さ硫そこから、繰に純粋の晦来の糖1囃する賠

嬢分ま（C）が引続き累積・進行する。このように考えると、Cは、Bにつき履

御物れば離するr磯惣があ騨、そうで雄編灘滅せず・時の麗

とともに、Aの一部分（A）と塘、こ縫鰍させていくのみならず・B

の履行薄能姓を次第に減少させていく．すなわち・8の履行を前提として・こ

れぶ塔大（減少）すれば、C・A・Aが減少（増大〉するという縫係にある。

こ鏤金には、上で述べた購にもまして、A・蝕Gま・さらなる輝欄

連締するから、B・cが現存する卿においてはそれ塘接な難を有す

るA・Alのみが「無賠復のままでま溝滅することはあ誓えないのではないか。

　なお、吉林説に縫えば、以上のいずれにも入らない、精神的撰害に耕する賠

農として、慰謝料（D〉があるので涯意する必要潜あろう。

　＠以上の考え方と、上のY時点を管瑳区分弱決定時においている本覇決との

関連を述べよら。

　第一に、本判決を含めた、侮らかの管理区分決定を時効の起算点とする考え

方は、ど鍛購躯分決定のものにせよ場合によっては過去と将来礪の

授害の継続性、ないし累積・進行性を切擬することになる。そこで、次のよう
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な矛簾が生じている‘36㌧たとえば、区分二ないし三決定から次の決定がなさ

れ’ないままに欝年が経過して請求権が時効溝減した者溺罎る一方で、いきな吟

二・三をとばして錘決定を受けたが、その後難年内に権利行使して請求権が認

められた者も鐵る、というように。しかし、か鱗こ三決定後、騒決定撰されず

欝年経遍してもいずれ懸決定が近いかも知れないし、縫方、羅漢定後患年経

遍していなくとも・懸決定麟に・発病後彎の決定のないまま鎗年以上経遇して

いるかもしれないのである。このように、何らかの管礫籔分決定があった場合

には時効が進行し、また、なかった場合には時勤が進行しない．という関係が

成立しないのなら、一般的にいって、警邏琶分決定だけで時効進行の可否を轡

擬することは不適甥であろう。

　第二に、それでは、本籍決のように、羅決定時を時効の起算点とすれば、罎決

定に至る各人の差異を捨象して、ゼ平等に≦時勤進行させることができるであろ

うか。しかし、羅漢定後も損害はなお継続してお静、かつ累積・進行する可

難を持っている・したがって、匿分露決定職び麟籍輿可能な撰害は、区

分泌に至るまでの純粋の魑去に薄する損害の賠養分ゴ（A〉および、「将来の

被害者の生活の補農のための賠露分ま（B／、慶分露後の純粋の「将来の損害に

録する賠養分！（C）それに「慰謝料」（D）であろう。しかし、これらは権互に

一体的な灘系にあるから、野分遜決定時から、か瞬こ潰滅時効期鷺を経過しても、

その時に、横書が、なお症状の羅定化に至らず、累積・進行申であれ、ばもちろん、

症状が露定化しても継続してさえいれば、8・CやDはもちろんのこと、Aも

含めて「藩精銅詣である、と思われる．一

族は一徳ここでは懸として〉の　蛍のB・C．∠は、溝滅し、その葛　Aに一

　化し、Dとあわせて　めて一　の　のとして則する。すなわち、死亡時に

　めて、’・去の全A（霞B・CをAむ〉についてヂ利行髄可龍　とな参、ま

た、消滅時木の’オ灘まその時からということになろう．

⑤留保していた第二の点を援試する．以上の検討は、確秘行優」のr一般的
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鱗待可読牲まを、客観的な人身損害の構造譲の観点からのみ考えたものである。

しかしながら、これに対しては、次のような撹覇が予想される。人身損害の一体

性を強調する一方で、いったん訴訟が提趨されれば、礎還の「現在まにおいて

は、損害の頒河難を認め、そ備点で移見祠能な鰭の残分（Pとす

る〉を保留して、Aはもちろん、β・Cについても予見可能な部分につき請求で

きるとするのは矛摩する。それなら、罫過去淫のある時点においても、一定の部

分についてはr権利行綾羅鮨になっていたのではないか、と。この点について

は、B・CはAを前提にのみ成立するとの人身損害の構造の特殊盤を踏まえるべ

きとの嬢答をするしかない。しかし、かりに「遺去まにおいて分割的な罫権利行

縫韮が喚弩待酵能まとなっていたと考えるなら、それは罫一般的なi期待響能性

では足辱ないのではないか。

　第一に、この場合にも、管理区分淡定を時鶴の謹算点とする考え方が妥当か

どうかが開題となろう。すなわち、管遷数分決定を受けたということ自体か叡

権利保持者の権利行使（ここでは訴訟の握起〉が暁実に」期待できることに

なるかどうか、である。そして、現実に訴訟の提起をなしえたかの霧鎌の際1こ、

原告の主観的要霞を全く誹除することが可縫であろうか。罵能ではないと考え

られる。この点に関して、先の松本説は、時効の起算点としての潰滅時効の法

律上の瞳害とは渉1に、時効進行の停止事趨としての事実上の瞳害として、権利

の不知・訴訟の韓難・交渉を挙げているが・このうち・主観的要霞に麗わって

は［権舞の不知i窮縫題となろう。じん騨事件に関連して開題とするなら、

（玉源告において、訴訟を擾起するほどに、権利意識の成熟があったかどうか、

という点が考慮されねばならだろうし、轡とするなら、原告に麟する弁護士

による議霧会聡催時ないし醐種類の先行訴訟蓬蓬時をもってr権利を知った葺

と考えることが妥当であろうぴ37㌧麟さらには、安全醍慮義務は箆較的新し

い法理であることに鑑みて、弁護士にしても、本件を窃めとするじん締による

被害が安全醍慮義務違反として救済される、との一般的な蟻待をいだくに至っ

たのは、どんなに早くとも、懲衛隊員による安全醍慮義務違反にもとづく損害

賠嬢請求を認めた簿75年2月25饗の最高裁料決｛錨以来と考えられる。か瞬に

　　　　　　　　　　　　　　　　一2欝一



行政妓会論集　第3巻　第4号

これらの要件を採駕するなら、奉件では、これが溝たされていないから・警邏

区分露決1定時を時勃の起算点としても、少なくとも、これらの要霞が消滅する

まで時効は罫進行しないま、と考えられる．

　第二に、か鱗凱上の要霞が除去された場合には、一応は、そこから、時効

が進行する璽籠性があると解して良いが、この霧合でも、時幾溝繊にかかるの

は、Aおよび、＄・Cのうちの「予見可龍」な部分のみであり．その余の績害

Pと慰謝料Dについては，時効にかからない髪するべきであろう．

　7、おわ琴に

　以上の周題提起は、じん騨事件において時効の援罵灘鰻の遷論が活罵される

ことと何ら矛盾しない。なぜなら、本稿は、これらとあいまって、じん櫛など

の悲惨な労災事樽において、単に、消繊時効のみを遅鑑として救済が否定され

ることに薄する歯産めのさらなる誌鑓のひとつを提供することを猛いとするも

のだからである。したがって、本趨決の援罵鱗鰻論のひとつである権利濫融論

も、本締が、時効調度の躰程野離を超えた事弼であれば、r時効窺籔そのものの

梓を規定するまもの｛3瞬として発動されてしかるべきことになる．その方が妥

当なのかもしれない。しかし、もし本件が一般条項である権利濫罵条項を発動

するべき場合ではないとすれば、継続・累積・進行牲を有する人身損害の構造

論の観点を中心として、なお検討されるべき点があるのではないか、と思った

次第である．

注

繕　本稿で籔う訴訟は、～連の常磐じん鱗訴訟のうち、85年9月i7欝礎訴の第一次

　と86年5月欝馨提議の第二次を含む第一瞳訴訟である。これに轟き続いて、第二

　陣第一次（34人〉が88年簸舞29鐸こ、さらに，第二次（亙7人〉・第三次（葺人〉も

　提訴されている。
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じん麟講談の潰滅鋳効論の損害譲的験討（神戸　秀彦）

／2》本働劫な集懸隷発展するきっ趨舵し℃常磐炭鉱元篠員の禰氏

　が，単独で常磐興産を梅手に趨こしたいわゆる「菩鑓じん麟誘訟遜（麟年鶴舞23暴

　提訴／があ導、これは、89年勧舞絡磁こ趣解とな！）ている。

〔3〉　由綺毒蛇呂「じん鱗講訟と運動の歓会的意味釜（蓼労鍵法律旬幸滋鴛39号（9鋒

　5湾上禽蓼号〉　〉　嘆頁。

韓／　臨本高行「じん麟訴訟における逝去の麟例とその解快事鯉ま（蓼労餓法律旬

　報茎前掲〉、6頁以下、また、隼山積「じん聴講訟と時効論…原本の現釈ま（ζ法

　律時縁雲89年董贈号、45頁以下〉は、近時の各じん誌訴訟輝決の読点を整遅し、

　あるべき時妙譲を提示する．本稿でも、各駅で参考とさせていただいた。

⑤　戯奉前掲、9頁掲載の幾表iとともに、松本克美「時効矯範と安全醗慮義務一

　時効論の新たな胎動一3（『神奈纏法学雲25巻2号、欝89年）最後の醤鯉表2お

　よび3を参黙した。なお、右絵本譲文の覇倒表に本鵯演を鑛えたものが本文の事

　件．睾1決の数である縫かに、消滅時妙は必ずしも争点となっていない主なじん

　瞬縦として、東融尾じん騨朕（鯨騨1、9食年絹27馨護綱鵬鰯

　i342号〉がある〉。

麟麟じ聯第一審肇訣については、辮簿寺鰯i麗筆瞬控講審覇決につい

　ては、ぎ覇鰹時鞍玉露簸号参熱。

（71舞鰯鋳鞍欝44号．本覇決については、霧下登講夫「奮業翻の故意責任と蒔効の

　違算点をめぐる覇断一常磐じん麟第…陣戦訣の意義一」（『労饒法律悔譲丞前掲、

　巖責以下〉が参考になる．なお、塞稿絃、松本克美．霧例評窟「時熱とじん鋳

　　（転機を鬱す常磐じん髄訴訟第一審覇決〉三（繕鰯タイムス毒73i号、5δ翼以下〉

　に負うところが大きい。

（8）　①寵亡者’9名垂こっき2千芳講（｛毯の死亡者3名につきi千4頁万難、　玉名善こつ

　き8百万講〉、⑫管理琶分匹1の生存者3名につき董千8芳解（地の管理数分羅の

　生存者i名につき董千4百万饗、玉名につき8喜万門｝、⑤管蓬籔分五節の生存

　者2名につきi千6百万霧、および管礫琶分三のイの生存者2名につきi千4喜

　万曙、④管饗区分二σ〉生存者2名につき董千2真万霧。

1§痔繁縟購轍玉34婦、9（頂以下。

（i韓松本前掲罫時勧業範と安全醍慰義務37頁。

（i碁　豫1擁時鞍書i34遵号、i鋳嚢以下・
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韓齢　じん麟悪露条二項は、ダじん羅｝｛建康診欝罫の結果に基づき」、ヂ管理塁一一から管理区

　分茜までに区分して、この法律の定めるところによ滲、健綾管理を行うものとす

　る墜、とある。真鯵的には、管謹選分一はじん髄の勝見なし、とされ、管理区分

　二から三（（イ〉・（のの二種〉、さらに灘となるにしたがって、症駿が重くな

　るが．それはエックス線写真の瞬発（疑墜条一一墳にその分類がある〉と麟機能瞳

　害とから醤擬される。なお、瞬法第二三条によれば、管遅緩分響または合餅症（管

　運二ないし三、プラス膝結核・続発性麹膜炎・続発盤気管支炎・続発樵気管支

　拡張症・続発越王気騰〉と認められ・る者はr療養を要する」とされ・ている。

（i3ドド森建編ζ安全灘露義務の形絞と展麗ま（嬉88年〉など。ちなみに、講書巻末

　の文献麦を参、蕪、のこと。

（緯宮‡健藏「麟レ労鱗契織こおける安全醗癒義務一給付義務構成への一つの

　試み一芽（ゼ法学瞬発選（瞬治学鶴大学〉、誌巻、慧5頁以下、i鰯年〉、瀦ヂ安

　全濯慮義務と保護義務一篇ドイツ法と髭較して一匪（ゼ私法遷磐簿、2鱒頁以

　下、ig86年〉。

（i51訟本麟掲塒熱媛籠と安全醗慮義務｝（以下、融本麟撫として導繕する〉．

α窃宮本1麟揚罐驚・労働契約における安全麓露義務ま、握§頁（以下「宮本蔚撒

　として馨稽する／．

（墨71宮本麟掲i74頁。

（董8〉瞬i77～8墨署。

（圭91購i89頁以下。

〔21｝1瞬欝i頁。

（2董｝松本蕪掲捻頁以下。

（221鮫本麟揚縁§翼以下．

〔2翁森島聡夫「不法行為法講義∫（欝87年〉艇i頁以下。

1241吉村良一「人身損害賠繕の醗窪3（欝蜷年〉の第一章「包抵請求の意義と課題葺

　　（以下、「吉村繭掲まとする〉。

1251森島表掲、襲5頁以下。なお、森島説は、藤騰論文ポ不法行為による掻害

　賠嬢請求権の満城時効葺（『載天法学譲葉選27巻2号、欝7§年〉を支持してい

　る。

12麟この問題について長く弓禰されてきた鞠舞は．大朝懲憩（紹軸i5〉年鴛欝欝嚢

　（大審院民集馨巻24号、2325頁／である．本綴淡は、土地の不法毒擁（披露鎚音の
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じん麟懇訟の溝鍼時魏i論の掻害論的検討（神戸　秀彦）

幾害購請懸訟の最網頭弁護綿こおいて継続されている／に対する損害賠

　叢請求権の覆滅時効について、次のように逮べる。すなわち、雛聾害行為力終建シ

　タル後二於テ損害ノミカ継続スル場合まには、　r不法背為二基ク撰害ノ発生ヲ知

　夢タル以上其績害卜牽連一体ヲ為セル撮害ニシテ当時二於テ其発生ヲ予想シ得へ

　キモノト為スコト桂会還念上妥当トセラレルモノニ窪夢テハ純ソ被害者之力認識

　ア夢タルモノトシテ」全損害について溝鍼時効が違警を瞬始する、という法運が

　甕てはまる．しかし、そうではなく、新不法行為ソレ自体力継続シテ行ナワレソレ

　カ為メニ撰害モ亦継続シテ発生スルカ麹キ場合まには，溝滅時妙1嵐被霧考が撰

　害をr知ルト共三舞二籍二進行スノレ窪、とされる・ここでは・不法有為における

　簾害行為終了・撰害継続墾と、撫害行為継続・損害継続型が麺驚され，、後者につセ・

　て消滅時効の撰害認識鋳からの「逐次進行論並が唱えられている。

《271末灘博「不法行為による撰害賠蝶請求権の時効葺（ζ法学譲叢書28巻3号、6号、

　ig32年　　（鋸零蓑7年）　）　。

（鋤代表的なものとして、i蜥（曜舞働年月i8畷覇（第三嚇畷高裁渓集

　濃巻6号、篶5§嚢〉がある。それは、原告が被告の予と遊んでいるときに、霰告

麟の硫酸瞬こ当たって火傷をして損害賠蟹謙をした煎被告が消爾劾を援

　鱗した事韓に麗して、新被害者が不法行為に基づく撰害の発生を知った以上・その

　撰欝と牽連一韓をなす損害であって当時にお》・てその発隻を予見することが可

　能であったものについては、すべて被害者においてその認識があったものとし

　て」、被害者が損害発生を知ったときから時魏が進行するが、破害者が「受傷時

　から楊当期綴後に…後選症が現われ、そのため受傷当時においては匿学的にも遜

　常予想しえなかったような治療方法が必要とされ、右治療のため費絹を支慮する

　ことを余儀なくされるにいたったときはま、「後藝その治療を受けるようになるま

　で1ま…治療に要した擾害については…時効は進行しないまと運べている。

（2聾　『霧例時鞍毒696号、99頁以下。

13韓そもそも、被告が、原告に帰する統弁として、時勤を援駕する試みをしていな

　いようだが、その遷憲は定かではない。

（3聾このような事鰍として、土呈久鉱害訴訟において・鉱業法第麓5条第i項・2

　項の、除斥簸麗ないし漉滅時効靉靆の成否が争われたことが淺舅されるが、いず

　れまた、機会を改めて縷試したい。
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（321熊本水俣病第一次訴訟瞭魯最終準備書藤」の第六章　撰書論　第一　総論一

　　（一〉工．紅法律時艱　臨時増舞　公害裁判第三集　　水俣病裁霧葺（欝法律時

　鞍蚕73年2月号）2囎頁。

1331吉村前掲懇5護以下．

（3考古材前掲麹7翼以下。

／35）この薫については、星野英一r時幾に絶する覚書（4・完〉」（ζ法学協会雑

　誌凄9§巻6畢、雄73年／9鍵～5頁において、次のように指摘されている。ポ権利

　ヲ行綻スルコトヲ得ル鞠とは、「聴麟を行装しうることを知るべか醸し時期、

　すなわち、嬢権者の職業・地種・教育などから、聴利を行使することを蟻得ない

　し要求することができる時期と解すべきである葺、と。ここで濫意すべきは、

　必ずしも、「期待可能性まが「一般的な蟻待可籠姓まとされているわけではない

　し、権利行養老の主観的要素が全く癖除されているわけではな》・点であろう。

（蕊1出本高行麟掲、8頁。

137）遠擁じん麟訴訟第一審醤決は、「権利を行髄することを現実に期待又は要求す

　ることができる縛幾は、損害賠績請求誘訟の説覇会が聡催された」時である、

　としている（ζ輝擁縛幸灘至藝総号、75頁／・

〔38》　艮集29巻2号、　i畦3頁。

（3鋤松本前掲、鍵5～6頁。

　＜追記＞

　本穣は、私の橿鳥大学避溢前後から今韓まで色々とお盤語になった大谷先生

の退職寵念号に間に合わせるために、急ぎ成ったものであ鯵、不備な点が嚢だ

つが、これをもって先生の学翻翻設の労に少しでも鞍いることができるなら、

望外の幸せである。

　なお、本稿は、欝9倉年度傷轟大学行政縫会学部における文部省特定醗究「東

北地方における地域雛発の実態と法的諸問題3の一環として行なわれた纏い蕪

究の成果である。醗究会等でご教示をえた羅澄の諸先生方に感謝する。
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